
 
 
 

新型コロナウィルスに打ち勝つべく、事業主の皆様向けに、国や地⽅⾃治体が実施している施策で
「もらえるもの」「⽀払を先延ばしできるもの」について随時情報提供しています。 

申請書類の作成等にあたっては弊社がサポート致しますので、詳細は監査担当者にお問い合わせ
ください。（内容により報酬が発⽣する場合があります） 
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法⼈と個⼈事業主で共通 
電⼦申請が原則（※）のため、下記書類をスキャン⼜はスマホ等で写真撮影して電⼦ファイル
（PDF、JPG、PNG のいずれか）にしておくことが必要 
①売上が 5 割以上減少した⽉の売上台帳等の写し 
②給付⾦の振込先の通帳の写し（オモテ⾯と、通帳を開いた 1･2 ページ⽬の両⽅） 

法⼈ 個⼈事業主 
③前事業年度の確定申告書の別表１ 
④前事業年度の事業概況説明書 

③2019 年の確定申告書の第１表 
④(⻘⾊申告の場合)⻘⾊申告決算書 
⑤運転免許証等の本⼈確認書類 
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法⼈と個⼈事業主で共通 
①「持続化給付⾦」で検索して、申請サイトへアクセス。 
②【仮登録】メールアドレスを⼊⼒すると、「shinsei＠jizokuka-kyufu.jp」からメ

ールが届くため、受信制限している場合は解除しておく。 
③【本登録】届いたメールから、本登録サイトで、任意の ID とパスワードを⼊⼒すると「マイ

ページ」が作成される。 
法⼈ 個⼈事業主 

④設⽴年⽉⽇、資本⾦、従業員数等の基本
情報を⼊⼒ 

④創業⽇、屋号、⽣年⽉⽇等の基本情報を⼊⼒ 

⑤売上⾦額等を⼊⼒すると、給付⾦額が⾃動計算される 
⑥準備しておいた通帳の写し等の必要書類をアップロード 
⑦最後に⼊⼒内容が正しいか確認して申請（申請し終えてから、内容の修正はできないため、

特に⾦額に関わる部分は注意する） 
申請画⾯は、画⾯ごとに「次へ」ボタンを押すと、その画⾯の情報は保存されます。 

（※）電⼦申請が困難な⽅のために、申請サポート会場が設置される予定です（詳細は現時点で未定） 
 
 
 
2020 年 5 ⽉ 1 ⽇時点の情報を元にしています。詳細は監査担当者にお問い合わせください。 

助成金かわら版 from 川合会計事務所 2020.5.1 vol.3 

持続化給付金の申請方法が発表されました！ 

前年同月比で売上５割以上減少
(今年 1 月～12 月のいずれかの月)

法人：最大 200 万円、個人：最大 100 万円
(前年からの売り上げ減少分が上限) 

内容に不備等が無ければ、２週間程度で給付されます！ 


